
２０２６年３月ご卒業の皆様へ！
北星学園生協へのご加入、在学中のご利用・ご参加に対して心よりお礼申し上げます。

２０２６年３月卒業に伴う手続き及び各種ご準備について、ご案内申し上げます。

尚、このご案内は生協へお届けいただいている個人情報を元に２０２６年３月卒業予定と思われる

皆様へ、一律にご実家の住所宛にお送りしております。

生協出資金の返還手続きについて
★２０２６年３月に卒業し北星学園から籍が無くなる方

卒業により組合員資格を喪失されますので、脱退手続きをおとり下さい。ご入学時にお預
かりした出資金を返還いたします。

2026年3月卒業者 出資金返還

期間：２０２６年３月１０日（火）～ ３月１２日（木）

場所：大学会館一階 サービスカウンター 時間:10:00～13：30

お持ちいただくもの：組合員証（出資証書）・印鑑 ※土・日を除く

※トラブル防止のため印鑑が無い場合は返還できません。必ずご用意下さい。

（組合員証にあらかじめ押印頂いている場合は当日印鑑をお持ち頂く必要はありません。）

※上記期間に窓口へおいでになれない場合は、振込での出資金返還の手続きも可能です。

【裏面の】振込依頼書に記入し、生協に提出して下さい。

※「組合員証」とは入学時（生協加入時）に窓口（郵送）でお渡ししたＡ5版 黄

緑色の証書です。

紛失した方は、生協からの振込にて出資金を返還いたしますので、
【裏面の】振込依頼書をご提出下さい。

事務手数料等含め５００円を差し引いた額をご指定口座に４月下旬から５月
中旬頃までにお振込いたします。

生協電子マネーの残高は使い切ってください

『大学生協アプリ』の生協電子マネーにある残高については、
卒業・脱退までに必ず消化して頂きますようお願い申し上げます。
脱退手続き時に残高がある場合でも、現金による払い戻しはいか
なる場合も一切出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。

重要

★北星学園大学大学院へ進学される方、
短期大学部から北星学園大学へ編入される方

出資金返還手続きは行わず、４月以降に生協窓口にて所属変更手続きを忘れずに行っ
てください。



　記入日

年 月 日

組合員№
□ 1105-
□ 8110-

ー 　

氏　　　名

学籍番号

ミール □　無 □　有 事由

□組合員証を紛失

□振込返還は事務手数料５００円を差引きする事に同意します。

＊振込となりますので下記口座資料をご記入ください。通帳またはキャッシュカードのコピー（振込口座確認のため）を必ず添付してください。

（フリガナ） 印

振込先 口座名義人

      銀行        支店

大学生協学業継続奨学制度（たすけあい奨学制度・別紙参照）への寄付希望額

（該当金額に〇印を。〇印なき場合は寄付をしない意思表示とする。）

【生協使用欄】　＊受付者は下記内容も確認してください。

共済加入状況 □未加入 □解約手続き中 □継続中 □その他（　　　　　　　　　　　）

□　無

□　有

出金日（振込日）

受付者 脱退入力日　

生協脱退届兼受領書（振込依頼書）

【　　出資金全額　　・　　10,000円　　・　　5,000円　　・　　3,000円　　・　　1,000円　　・　　寄付しない　　】

出資金金額

口座番号（普通）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

振込金額

年　        月　　　　　　　日

【ゆうちょ銀行の場合】　記号・番号

　　　　　年　　　　月　　　　　日

その他の振込

●学生証再発行で出資証書と組合員番号異なる場合こちらも記入

　（電子組合員証№１１０５-　　　　　　　　-　　　　　　　　　）

  （電子組合員証№８１１０-　　　　　　　　-　　　　　　　　　）

　　　学科学部

□卒業　　　　□退学　　　　□　退職
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